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第１条

第２条

第３条

第４条

第５条

第６条

第７条

1 会長 １名

2 副会長 若干名

3 理事長 １名

4 副理事長 若干名

5 競技委員長 　

6 競技副委員長 　

7 常任理事 若干名

8 理事 　

9 会計監査 ２名

第８条

第３章 組織及び機構

第１章 名称及び事務局
本協会は，群馬県体操協会と称する。

本協会は，事務局を会長所定の場所に置く。

第２章 目的及び事業

会長は，本協会を代表して会務を総括する。

本協会は，本協会の業務を遂行するために次の部を置く。

本協会に次の役員を置く。

会長，副会長は，理事会において推挙するものとする。

副会長は，会長を補佐して会長事故あるときはその職務を代行する。

第４章 役員
競技審判部　　　　　指導強化部　　　　　普及部

群馬県体操協会規約

５．その他，本協会の目的を達成するために必要な事業

１．各種競技会，講習会，研究会，実演会等の開催

２．選手強化育成と指導者の養成

３．日本体操協会，県体育協会，高・中体連等の諸施策に対する協力

４．市町村体操協会およびクラブの発展育成に努める

本協会は，体操の健全な発達と普及につとめるとともに，群馬県のスポーツの発展をはかることを目的とする。

本協会は，前条の目的を果たすために次の事業を行う。

本協会は，本協会の趣旨に賛同して加入する団体および個人をもって組織する。
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第９条

第１０条

第１１条

第１２条

第１３条

第１４条

第１５条

第１６条

第１７条

第１８条

第１９条

第２０条

第２１条

第２２条

第２３条

第２４条

第２５条

部長は，理事の中から若干名を会長が委嘱する。

部長は，各部門において指導奨励の任務を分掌する。

　会計　１名　　　　総務　若干名

理事は，各登録団体の責任者および会長の推挙するものがこれにあたる。

理事長および副理事長は，常任理事の互選とする。

常任理事は，理事会において理事のうちから互選する。

理事長は，会務を執行する。副理事長は，理事長事故ある時はその職務を代行する。

会議

会長は，緊急を要し，常任理事会を招集することができないと判断した場合は，事を先決することができる。

会議は，すべて会長が招集する。

常任理事会は，必要に応じて随時開くことができる。

常任理事会は，常任理事の２分の１以上の出席を必要とし，出席者の過半数をもって議決する。

第５章

日本体操協会派遣評議員は，理事長がこれにあたる。　　　　　　　　　　　　　　・・・・・　この条文は削除する。（平成２７年３月７日）

群馬県体育協会評議員は，常任理事の互選とする。

会計監査は，理事会において選出するものとする。

名誉会長・顧問・参与は，理事会において推挙したものを会長が委嘱する。　　　　・・・・・　一部改訂（平成２７年３月７日）

役員の任期は，２ケ年とする。但し再任を妨げない。

本協会は，事務処理のため次の事務局員を置く。

本協会に部長を置く。

ただし，先決処理した場合は，次回の常任理事会に報告し，承認を得なければならない。

上記の外，会長は若干の常任理事を指名することができる。

常任理事は，常任理事会を組織し会務を執行する。

会計監査は，本協会の会計を監査する。

名誉会長・顧問・参与は，会長の諮問に応じて本協会の会務に参画する。　　　　　・・・・・　一部改訂（平成２７年３月７日）

総会は，理事会をもってこれにあてる。

理事会は，年１回以上開催し，重要事項について審議決定する。

理事会は，理事の３分の２以上の出席を必要とし，出席者の過半数をもって議決する。可否が同数であるときは，会長の決するところによる。
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第２６条

第２７条

第２８条

第２９条

　１．補助金　　　２．寄付金　　　３．登録料　　　４．分担金　　　５．その他の収入

本規約は，理事会の議決を経なければ変更することができない。

本協会の経費は，次に揚げるものから支弁する。

本規約は，昭和４０年４月１日より施行する。

付則

昭和４６年４月１日に，会名，組織名の一部を改正。

昭和５３年（会計年度）改正。

昭和５４年（第６条，７条）改正。

第６章 会計

第７章 付則

本協会の会計年度は，２月１日にはじまり翌年１月３１日に終わる。

本協会の決算は，会計年度終了後会計監査を経たうえ，理事会に報告し，その承認を得なければならない。

　

平成　５年（第１５条）改正。

平成１０年（第７条）改正。

平成１３年３月３日（第２５条）挿入。（以下繰り下げ）

昭和５５年（第６条）改正。

昭和５６年（第７条）改正。

昭和６０年（第７条の５）改正。

平成　３年（第７条，１５条，１７条）改正。
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１９７９（昭和５４）年２月２３日制定

第１条

第２条

第３条

第４条

第５条

　

　

　

　

第６条

1 部長 １名

2 副部長 若干名

3 委員長 １名

4 副委員長 ２名以内

5 地区委員 若干名 （含協会代表１名）

6 技術部長 ４名 （Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４各１名）

7 会計 １名

8 会計監査 ２名

第７条

群馬県高等学校体育連盟体操部規約

３．関係諸団体との連携

本部会は，第２章第２条に定めた目的を達成するために次の事業を行う。

４．その他目的達成に必要な事項

本部会は，高体連規約第５条にもとづき，各高等学校（含定通）体操部をもって組織する。

本部会の事務局は，委員長勤務校に置き，必要に応じて業務を分担することができる。

２．講習会の開催

組織第３章

本部会は，群馬県高等学校体育連盟体操部（以下高体連体操部）と称する。

第１章 名称

但し，再任は妨げない。なお，事故等により任期の途中で欠員が生じた場合，後任者の任期は，前任者の残りとする。

本部会は，高体連専門委員規定３条にもとづき，次の役員を置く。

第２章 目的

事業

１．大会の開催

本部会は，高体連規約第３条にもとづき，高等学校における体操競技・新体操の健全な発達をはかることを目的とする。

第４章

第５章 役員

役員の任期は，高体連規約第11条に準じ2年間とする。
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第８条

第９条

第１０条

第１１条

第１２条

第１３条

第１４条

第１５条

第１６条

第１７条

第１８条

第１９条

第２０条

第２１条

第２２条

第２３条

第２４条

第２５条

第２６条

第２７条

常任委員会は，必要に応じて随時開くことができる。

各技術部，強化部等専門部会は，常任委員会の議を経て必要に応じて組織し，随時会議をもつことができる。

常任委員会は，常任委員の２分の１以上の出席を要し，出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。

但し，専決処理した場合は，次回の常任委員会に報告し，承認を得なければならない。

部長は，緊急を要し，常任委員会を招集する暇がないと判断した場合は，事を専決することができる。

　 附則

第７章

第８章 附則

会計監査は，本部会の会計を毎年1回以上監査し，その結果を理事会に報告しなければならない。

会計
本部会の収入は，次に揚げるものから得るものとする。

本部会の会計年度は，２月１日にはじまり，翌年１月３１日に終わる。

本部会の収支予算は，常任委員会で構成し，理事会の承認を得なければならない。

部長は，原則として委員長勤務校の校長があたり，本部会を代表し，会務を総括する。

　以上　　　

本規約は，理事会の議を経なければ改定することができない。

本規約にない事項は，高体連規約，同雑則，同専門委員会規定に準ずる。

本規約は，1979（昭和５４）年２月２３日より施行する。

会議

委員長は，業務をつかさどり，部会の代表者として諸会議に出席する。

理事会は，体操部登録校の顧問1名と常任委員で構成する。

副委員長は，委員長を補佐し，委員長事故あるときはその任務を代行する。

　１．高体連及びその他の団体からの補助金　　　２．大会参加料　　　３．その他の収入

会議はすべて部長が招集し，部長が議長となる。部長が事故あって会議に出席できない場合は，委員長が代行する。

会計は，本部会の決算を会計年度終了後，会計監査を経た上，理事会に報告し，承認を得なければならない。

第６章

第6条８を除く役員を常任委員といい，常任委員は，役員選考委員会で推薦し，理事会（総会以下同）で決定する。

役員選考委員は，当分の間常任委員がこれにあたる。

理事会は，理事の３分の２以上の出席を必要とし，出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。

理事会は年1回以上開催し，重要事項について審議決定する。
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平成２５年３月２日一部改定

　
第１条

　
第２条

　

　

　 ①

　 ②

　 ③

　 「表彰・賞の推薦基準（大会）」

第３条 　※対象となる大会…最高権威の大会，それと同等の大会。

　 　①オリンピック　　　　　②世界選手権　　　　　③Ｗカップ

第４条 　④全日本選手権　　　　⑤全日本社会人（１部）　

　 　⑥国民体育大会　　　　⑦全日本学生選手権　

第５条 　⑧全国高校選手権　　　⑨全国高校選抜

　 　⑩全国中学生大会　　

　 　⑪全日本ジュニア選手権（１部・Ａクラス）　　⑫全国Ｕ－１２

　⑬全日本ジュニア新体操選手権大会

　 ※

「表彰の方法」

付則

大橋文夫賞規定

表彰は，記念品を授与して行う。

この規定は，昭和４６年４月１日から施行する。

群馬県体操協会会長賞贈与規定

会長賞は，本県体操界の模範となる優秀選手を表彰して，体操の普及向上をはかることを目的とする。

会長賞は，その年（１月～１２月）において，次の要件をみたす優秀選手でなければならない。

「目的」

「受賞者の選考」

　以上　　　

種目別優勝

「受賞者の資格」

「表彰の期日」

当該年で，もっとも指導的功績をあげたものに贈呈される。

（１）競技場における態度が高潔であって，日常の競技生活もまた模範的であるもの。

（２）全国大会において下記の成績をあげたもの。

受賞者は，常任理事会において選考する。

表彰は，毎年理事会において行う。

団体優勝

個人１０傑
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2 ． →

※

3 ． →

4 ． →

1 ． →

2 ． →

3 ． →

4 ． →

競技順序決定に関する規定

小学生

中学生 なるべく所属ごとのオープン抽選による。（県選手権大会）

中体連の大会は，中体連の決めによる。

（２班に編成される場合は，前の大会を参考にシード制をとる）

1

小学生

4

新体操は，個人のみにする。（プログラムには，通し番号と上の番号を書く）

男子→黒字　　　　女子→赤字とする。

中学生 高校生と同じ（体操協会主催　県選手権大会）

6

ただし，中学校春季大会・夏の総体・秋の新人大会は，中体連の決めによる。

高校生と同じ。女子３部については大会要項による。

（例）

所属名を下に

１８×１３ｃｍ

所属名

少年（高校生） 前の大会成績を基準にシード制をとり，プログラム編成会議で決定する。

できる限り所属ごとの組とし，オープン抽選とする。

前年度成績を参考にする。

（新人大会は参考とする）

（春季大会の成績で夏の総体に推薦されるチーム・個人以外は，オープン抽選）

成年

※　県内大会の幾つかの問題に対して規定をつくるが，この規定にないものは，当然日本体操協会の競技規則・採点規則又は過去の慣例に従うものである。

　　　制定年月日　　　平成３年２月２３日　　

学校名（高体連略称）またはクラブ名１～最後まで通し番号とする。

背番号に関する規定

群馬県体操協会・群馬県高体連体操部・群馬県中体連体操部　　

少年（高校生）
平成２２年３月６日一部改定
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1 ．

2 ．

3 ．

　 　

4 ．

5 ．

なお，４審制が充足されない場合は，審判長は，委員長または競技委員長と協議し，３審制，２審制をとることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本体操協会規則に準ずる。

競技服装に関する規定

平成１８年３月１１日一部改定

審判長は，各審判競技部長があたる。

裁定審判部は，委員長（高体連）または競技委員長（協会）・該当審判長・該当主任審判員で構成し，問題に対処する。

会場主任，補助役員，本部記録等の役員は，総会，プログラム編成会議で決める。

主任審判員は，審判競技部長が１種審判資格取得者のなかから選任するものとする。

　指導者は，小・中・高・成年とも審判員を行う指導者との公平を期すため，チームリーダーにつけない。

　但し，小学生大会については，危険を伴う場合がありますので，出場者関係のチームリーダーがいない場合に限って，審判・監督会議の了解を得て，指導者が
チームリーダーになれるものとする。

チームリーダーに関する申し合わせ事項

役員編成に関する規定

審判競技部長が不在の場合は，審判競技部長はあらかじめ委員長（高体連）または競技委員長（協会）と協議し，監督審判会議で承認を得る。

１種審判員が不足する場合は，委員長または競技委員長の了解を得て，２種審判員を選任してもよい。

審判員は，資格・所属・年令等を考慮し編成する。

大会におけるビデオ・写真撮影許可証について

撮影許可証

県体操協会長印

ケースサイズは、A５版の(タテ）タテ２１ｃｍ、ヨコ１５ｃｍが入るケースとする。

撮影者は必ず許可証を胸前に下げる。

　○　　　　　　　　　○

ビデオ・写真

大会における選手のビデオ・写真撮影は，大会関係者（指導者，所属関係者，家族等）に限り撮影を認める。

（目的外撮影の防止を図る）　　

撮影許可証･･･大会ごとに、主催者が用意する。(県協会・高体連）

所属校・クラブで撮影許可証を入れる「ケース」を必要数用意し、
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平成１９年３月１０日一部改定

1 ． 　

2 ． 　

3 ． 　

4 ． 　

平成６年２月２５日制定

平成７年２月２４日一部改定

　　一部の選手が６名に充たない場合は，二部から引き上げる。

群馬県体操協会旅費支出基準

　　　　　　　　　 特に指定のない場合は，１泊１０，０００円（含食費）を支給する。

　　　　　　　　　 用務の日程により，泊数を配慮する。

　　　　　　　　　 特別急行料金は，１００ｋｍ以上の場合支給する。

　　　　　　　　　 新幹線料金は，新幹線のみで１００ｋｍ以上の場合に支給する。

　　　　　　　　　 航空運賃は，原則として支給しない。ただし，緊急を要する場合は，会長の了解を得て支給する場合もある。

２．　宿泊費　：　特定の指定等のある場合は，実費。

３．　日　 当　：　１日１，５００円とする。

　　　　　　　　　 （会議のみの場合は，別に昼食費１，０００円）

（３）それでも判断できない場合は，１年間の総合成績でランクをつける。

（１）県内大会の同じ大会の成績を優先して比較する。

　　県外大会は参考とする。

ベスト６選出に関する基準

・県内３大会（高校総体・県選手権大会・国体予選）のうち２大会以上出場していること。

　　県内２大会（小学生総体・県選手権大会）で決める。

　

　　原則として，県内２大会（春季大会・県中学総体）で決める。

中学生 ※（新体操は，個人のみとする）

小学生

※（新体操は，個人のみとする）

県選手権大会（国体予選）・国体関東地区大会・全日本大学選手権大会等を参考に決める。

（２）出場している大会が異なる場合は，同じ大会の成績で比較する。

成年 　

群馬県体操協会の旅費支出基準は，次の通りとする。

１．　交通費　：　自宅と用務先との最寄り駅の実費とする。

　　　　　　　　　　（最寄り駅より用務先まで１ｋｍ以上の場合は，タクシー料金を含む）

・県外４大会（関東大会・全国高校総体・国体関東地区大会・国体本大会）のうち２大会以上出場していること。

少年（高校生）

　　　　　　　　　 用務の日程により，日数を配慮する。
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平成６年２月２５日制定　　

群馬県体操協会　　

平成６年１月２８日　常任理事会　　

　　　 ③関東体操協会理事会

　　　 ④国体関東ブロック派遣審判員

※１）群馬県体操協会の用務期間中に，他の用務で他の団体等から旅費支給がある場合は支給しない。

　 ２）旅費の支給は，会長の承認を得て，理事長の指示により会計が支払いするものとする。

　 ３）旅費支給の具体的事項

以上　　　

餞別規定

群馬県体操協会下の選手・役員が下記の国際大会に，正式メンバーとして参加する場合，激励を込め餞別金を贈るものとする。

１　オリンピック大会　　　　　各３０，０００円

４　会計係は，上記の諸帳簿を５年間保存する。

１　予算は，前年度参考に会計係が理事長と相談して原案を作り，理事会（総会）の承認を得る。

２　決算は，会計監査を経た上で，理事会（総会）の承認を得る。

３　会計監査は，会長又は理事長の出席のもとに行うものとし，監査は，現金出納帳・出入金伝票・証拠書類・預金通帳・備品台帳を厳格に行う。

　　　 ②全国代表者連絡会

会計及び監査規定

各種協賛広告についての申し合わせ事項

各地域体操協会は，事務局より提示された課題を越えて協賛広告を集めた場合は，各地域協会へ還元してもよいこととする。

４　上記以外の国際大会　　各２０，０００円

※　特別会計（２）より支出する。

（その場合は申告する）

２　世界選手権大会　　　　　各３０，０００円

３　ア　ジ　ア　大 会 　　　　 各２０，０００円

以上　　　

　　　 ⑤その他会長が認めた諸会議・諸行事

　　　 ①日本体操協会評議員会
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平成２５年６月２９日改正

平成２１年３月７日　制定

平成２５年３月２日　制定

日本体操協会・群馬県登録について

○日本体操協会への登録（役員・指導者・選手・審判）は，すべて群馬県体操協会を経由して行います。

○希望者全員が登録できます。

○審判員の登録は毎年行います。

Ｗｅｂ登録になりました。

役員候補者選考に関する内規

役員候補者選考は，会長により選考された委員（会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長）の構成により「役員候補者選考委員会」を設置し選考する。

国体の選手選考「推薦」に関する申し合わせ事項

国体出場には「県予選会へ出場する」ことが原則である。

　　　　　「関東高校選手権大会において個人総合１０位以内に入った者で，やむを得ず予選会に出場できない生徒は，選考会議へ推薦することができる。」

ただし，「関東ブロック大会の通過」「国体入賞」を目標と定め，下記に該当する場合は推薦することがある。

（１）体操競技　成年の部

　　　　　「大学の事情等により，やむを得ず予選会に出場できない学生で当該年度の大会において優秀な成績を収めた者は，選考会議へ推薦することもある。」

（２）体操競技　少年の部

（３）上部団体の開催行事参加により，やむを得ず予選会に出場できない場合は，選考会議へ推薦することができる。
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平成４年１月３１日　確認

1 ． 　

2 ．
1 ．
2 ．
3 ．

　

3 ．
ＴＥＬ ０２７－２６５－０９００
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７－２３４－１２００
ＦＡＸ ０２７－２３４－１２１５
ＴＥＬ ０２７－３２９－５４４７
ＦＡＸ ０２７－３２９－５４４８
ＴＥＬ ０２７－３４４－１５５１
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７０－２３－７０１５
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７７－５２－２３６２
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７６－４５－８１１８
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７６－７４－２６１１
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７６－６３－５２５０
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７９－２４－０５３５
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７－３８２－２５００
ＦＡＸ

安中市安中１５３１－１３７９－０１１６〒

9

渋川市総合公園体育館

いずみ総合公園町民体育館

安中市総合体育館

伊勢崎市民体育館

6

7

桐生市民体育館

太田市民体育館

10

8 館林市民体育館

〒 桐生市相生町３－３００

5 ３７２－０００２ 伊勢崎市堤西町９３

11

3

4

高崎アリーナ

高崎市立浜川体育館

1

2

ヤマト市民体育館前橋

ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

〒 ３７０－０５３３ 大泉町仙石３－２２－１

〒

〒 ３７０－００８１ 高崎市浜川町２０８

〒

〒 ３７３－０８１７

３７４－００１７ 館林市つつじ町１４

３７１－０８１６ 前橋市上佐鳥町６４０－１

３７６－００１１

３７７－００２３ 渋川市明保野４２３７

太田市飯塚町１０５９

〒

〒 ３７０－０８４６ 高崎市下和田町4 -1-16

〒 ３７１－００４７ 前橋市関根町８００

〒

その他（弔意規定・使用体育館施設等）

弔意規定

　　 その他必要に応じて，事務局，常任理事会で検討し，対処する。

◎　群馬県体操協会・群馬県高等学校体育連盟体操専門部役員及び配偶者・両親（実父母）のご逝去に対しては，それぞれの団体から生花。
　　 役員・関係者に対し，連絡をする。

平成１９年３月１０日一部改定　　

群馬県体操協会役員（会長推薦常任理事）を輪番制で出すことができる。
（群馬Ｊｒ・シコン→タケダ・高崎Ｊｒ　１３年度より２名）

関係団体が使用する施設

民間クラブの群馬県体操協会加盟の基準
群馬県体操協会の強化方針に対して，協力をする。
加盟金　 年間１０，０００円を負担する。
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4 ． （創設順）
ＴＥＬ ０２７７－４４－８９７８
ＦＡＸ ０２７７－４４－８９７８
ＴＥＬ ０２７－３５２－４１１１
ＦＡＸ ０２７－３５２－４１１１
ＴＥＬ ０２７０－６３－０６０１
ＦＡＸ ０２７０－６２－６１０７
ＴＥＬ ０２７－３６３－５６７１
ＦＡＸ ０２７－３６３－５５８６
ＴＥＬ ０２７－３２６－７２７８
ＦＡＸ ０２７－３２６－７２７８
ＴＥＬ ０２７－２６５－５６５８
ＦＡＸ ０２７－２６５－５６５８
ＴＥＬ ０２７－３４７－７７０７
ＦＡＸ ０２７－３４７－７７０７
ＴＥＬ ０２７－２２０－７３２０
ＦＡＸ ０２７－２２０－７３２０
ＴＥＬ ０２７７－７６－９４５８
ＦＡＸ ０２７７－７６－９４５８
ＴＥＬ ０２７－３２１－３７５３
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７－３２２－６９３２
ＦＡＸ ０２７－３２２－６９３２
ＴＥＬ ０８０－２０１１－０２７７
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０８０－６６７８－１９７６
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０９０－７９２２－４５７４
ＦＡＸ
ＴＥＬ ０２７－３３３－４４７８
ＦＡＸ

〒 ３７０－０８６１ 高崎市八千代町１－１６－２１
代表 町田聡美

14

高崎市九蔵町５０－１
代表

〒

〒

前橋市箱田町１０４０－７

藤岡新体操クラブ
〒 ３７０－００５８

煌体操クラブ（Ｈ２４．５．１）
〒 ３７０－０８６４

〒

伊藤久子
前橋ジュニア新体操クラブ（Ｈ２２．７．１）

〒
代表

代表

代表

誠心体操クラブ（Ｈ２４．４．１）
代表

〒

代表 山田辰也

相馬良太

15

4

5

高崎ジュニア体操クラブ（Ｓ６１．１０）

高崎新体操クラブ（Ｈ３．４）
小野秀一

13

8

馬先生体操教室（Ｈ２３．１０．１）

前橋ジムナストクラブ（Ｈ１３．４．１）

馬　景華

9
さくらいスポーツクラブ(Ｈ１５．５．１）

代表

平山未織

11

12

10
PIXIEGYMNASTICS CLUB（Ｈ１７．９．１）

6

2

3

アイハラ体操クラブ（Ｓ５４．９）

タケダ体操クラブ（Ｓ６０．４）
代表

武田國廣

相原俊子

高見澤美枝

代表

代表

1
桐生体操クラブ（Ｓ５１．６．６）

田口四郎代表

体操クラブ

３７６－０００２ 桐生市境野町７－１７８３－２５

〒 ３７０－００２６

〒

高崎市下滝町７８７－１

〒 ３７１－０８３７

〒 ３７９－２２２１ 伊勢崎市国定町１丁目９７７－７

〒 ３７０－００７１ 高崎市小八木町７５９－１

高崎市八千代町１－１２－２１３７０－０８６１

３７１－８５１０ 前橋市荒牧町４－２　群馬大学教育学部　新井研究室内

前橋市新堀町721-26

高崎市山名町１３２

みどり市笠懸町阿左美道上２７００－２

高崎市石原町２４４１－９

前橋市新堀町721-26下大島町６０４－２３７９－２１５２

３７１－０８４４ 前橋市古市町２０３－１

7
シコンスポーツクラブ（Ｈ１０．５．１）

〒 ３７０－１２１３
代表

３７９－２３１１
代表 櫻井孝雄

〒
塩原　茂

３７９－２１４３
代表 後藤信彦

桒原　弘樹

群馬ジュニアスポーツクラブ（Ｈ５．４）
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5 ．
ＴＥＬ ０２７－２２３－１１１１
ＦＡＸ ０２７－２５２－７７６２
ＴＥＬ ０２７－２２４－５０４６
ＦＡＸ ０２７－２２１－９６０６
ＴＥＬ ０２７－２３３－６６５１
ＦＡＸ ０２７－２３３－６６５１
ＴＥＬ ０２７－２３４－５５５５
ＦＡＸ ０２７－２３４－５９２６
ＴＥＬ ０３－３４８１－２３４１
ＦＡＸ ０３－３４８１－２３４４
ＴＥＬ ０３－３２８１－７７８８
ＦＡＸ ０３－３２８１－７６６６

3 群馬県中体連事務局

1 〒

2 群馬県高体連事務局 〒

6 全日本ジュニア体操クラブ連盟 〒 １０３－００２７

１５０－８０５０5 日本体操協会

4

〒

前橋市大手町１－１－１

前橋市平和町２－１３－２４（前橋三中）

前橋市関根町８００（県総合スポーツセンター）

東京都渋谷区神南１－１－１（岸記念体育会館内）

３７１－００２７

〒 ３７１－００４７

〒

群馬県スポーツ協会

県庁　スポーツ振興課

関係機関

３７１－００２６

前橋市南町４－２１－３７（前橋商業）

東京都中央区日本橋１－１７－６

３７１－０８０５
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